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一
〇
八
　
　
　
（
九
九
六
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
〇
六
〕

昭
和
四
七
6
　
（
線
驕
嘱
喋
輩
款
蜷
）

　
家
事
審
判
規
則
一
〇
六
条
一
項
の
相
続
財
産
管
理
人
の
応
訴
権
限

　
建
物
の
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件

決
）

（
昭
和
四
七
・
七
・
六
第
一
小
法
廷
判



X
（
原
告
、
第
一
審
係
属
中
に
死
亡
、
承
継
人
瓦
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、

本
件
土
地
a
、
b
、
c
の
所
有
者
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
訴
外
A
に
賃
貸

し
て
い
た
．
A
は
a
地
上
に
本
件
家
屋
イ
、
ロ
、
ハ
を
、
b
、
c
地
上
に
本
件
家

屋
二
を
所
有
し
て
い
た
。
A
は
被
告
磧
に
対
し
て
本
件
土
地
b
、
c
を
転
貸
し
、
更

に
当
該
土
地
上
の
本
件
家
屋
二
を
譲
渡
し
た
後
に
死
亡
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本

件
土
地
a
、
b
、
c
の
賃
借
権
及
び
本
件
家
屋
イ
、
ロ
、
ハ
の
所
有
権
は
訴
外
A
の

相
続
人
代
襲
相
続
人
昭
ー
昭
に
相
続
さ
れ
て
い
る
。
又
被
告
L
は
当
該
家
屋
二
を

葛
に
譲
渡
し
．
磧
自
ら
二
家
屋
に
居
住
す
る
と
と
も
に
、
ヱ
が
本
件
土
地
b
、
c
を

占
有
し
て
い
る
．
そ
こ
で
X
か
ら
込
－
磧
に
対
し
て
民
法
六
一
二
条
に
基
づ
き
本
件

土
地
の
賃
貸
借
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
本
件
家
屋
の
収
、
退
去
、
土
地
明

渡
し
の
訴
を
起
し
た
の
が
本
訴
で
あ
る
。
第
一
審
で
X
・
瓦
勝
訴
（
但
し
磧
に
対
し

て
は
請
求
棄
却
）
。
脇
－
磧
か
ら
控
訴
が
提
起
さ
れ
た
．
尚
、
L
ー
磧
の
相
続
財
産

管
理
人
と
し
て
、
Z
が
本
件
訴
訟
を
追
行
し
て
い
る
．
原
審
で
は
Z
の
地
位
に
つ

い
て
当
事
者
か
ら
特
に
争
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
裁
判
所
が
特
に
こ
の
点
に
つ
い
て

説
示
し
た
も
の
で
あ
る
．
曰
く
、
「
相
続
財
産
の
保
存
管
理
処
分
が
許
さ
れ
る
場
合

に
は
各
種
の
場
合
が
あ
り
（
家
事
審
判
規
則
第
二
八
条
参
照
）
、
　
一
般
的
に
こ
れ

を
論
ず
る
の
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
く
、
か
つ
民
法
第
九
一
八
条
は
管
理
人
を
選

任
し
た
場
合
の
本
人
た
る
相
続
人
の
権
限
に
つ
い
て
、
商
法
第
三
九
八
条
第
二
項
の

如
き
明
確
な
規
定
は
置
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
民
法
第
九
一
八
条
第
三
項
が
不
在

者
財
産
管
理
人
に
関
す
る
規
定
（
本
人
が
不
在
で
、
そ
の
意
思
を
求
む
べ
く
も
な
い

場
合
）
を
準
用
し
て
い
る
点
、
同
条
第
二
項
に
よ
り
、
相
続
財
産
管
理
人
の
制
度

が
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
然
に
相
続
人
自
身
の
処
分
権
を
剥
奪
す
る
効
力
の
あ
る
相

続
財
産
の
処
分
禁
止
ま
で
を
含
む
財
産
保
全
の
強
制
的
処
分
の
一
環
と
し
て
設
け
ら

れ
て
い
る
点
か
ら
、
本
件
の
如
き
遺
産
分
割
の
申
立
が
な
さ
れ
た
場
合
の
管
理
人
選

任
処
分
は
、
分
割
前
の
相
続
財
産
に
関
す
る
相
続
人
間
の
意
思
不
統
一
に
基
づ
く
混

乱
や
、
一
部
相
続
人
に
よ
る
相
続
財
産
の
管
理
処
分
の
不
適
正
に
基
づ
く
財
産
の
散

逸
損
壊
等
を
防
止
す
る
等
の
処
分
目
的
と
、
選
任
さ
れ
た
管
理
人
と
相
続
人
と
の
間

判
例
研
究

の
権
限
の
抵
触
に
よ
る
混
乱
を
避
け
、
処
分
の
効
力
を
最
も
効
果
的
に
発
揮
せ
し
め

る
趣
旨
か
ら
選
任
処
分
の
反
面
に
は
、
本
人
た
る
相
続
人
の
管
理
権
に
つ
い
て
、
そ

の
一
時
的
な
行
使
の
制
限
の
処
分
を
当
然
に
含
む
も
の
と
解
釈
す
る
を
相
当
と
す

る
．
そ
う
す
る
と
本
件
の
財
産
管
理
人
Z
は
、
本
人
た
る
L
の
ほ
か
一
〇
名
の
相
続

人
に
代
つ
て
、
即
ち
、
そ
の
者
等
の
法
定
代
理
人
と
し
て
、
管
理
人
自
身
の
意
思
で

管
理
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
一
環
と
し
て
本
件
訴
訟
の
被
告
（
控
訴

人
）
と
し
て
の
権
限
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
く
同
人
の
権
限
行

使
は
正
当
と
認
む
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
L
i
L
か
ら
上
出
只
　
上
告
論
旨
は
要
す
る
に
、

民
法
上
法
定
代
理
権
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
、
訴
訟
上
当
事
者
に
代
つ
て
訴
訟
を
追

行
し
う
る
法
定
代
理
人
は
別
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
民
法
九
一

八
条
の
相
続
財
産
管
理
人
は
、
不
在
者
の
財
産
管
理
人
と
は
異
な
つ
て
、
こ
れ
に
相

続
人
に
代
り
相
続
人
の
名
に
於
て
訴
訟
を
追
行
し
う
る
権
限
を
認
め
る
必
要
は
い
さ

さ
か
も
な
い
、
と
い
5
点
に
あ
る
。
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
次
の
如
く
判
示
し
た
。

「
遺
産
分
割
の
申
立
が
あ
つ
た
場
合
に
家
庭
裁
判
所
が
家
事
審
判
規
則
一
〇
六
条
一

項
に
よ
り
選
任
す
る
相
続
財
産
管
理
人
に
つ
い
て
は
、
民
法
九
一
八
条
の
よ
う
に
同

法
二
八
条
を
準
用
す
る
旨
の
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
こ
れ
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
に

鑑
み
れ
ば
、
同
条
を
類
推
適
用
し
て
、
右
相
続
財
産
管
理
人
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許

可
な
く
し
て
同
法
一
〇
三
条
所
定
の
範
囲
内
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
相
続
人

に
対
し
相
続
財
産
に
関
し
提
起
さ
れ
た
訴
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
の
法
定
代
埋
人
の

資
格
に
お
い
て
、
保
存
行
為
と
し
て
．
家
庭
裁
判
所
の
許
可
な
く
し
て
応
訴
す
る
こ

と
が
で
ぎ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
…
…
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
く
、
論

旨
は
理
由
が
な
い
。
」
ー
上
告
棄
却
（
全
員
一
致
）
1

　
結
論
は
妥
当
、
但
し
理
由
づ
け
に
疑
問
が
あ
る
．

一
　
相
続
財
産
管
理
人
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
不
在
者
の
財
産
管

理
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
体
法
上
、
一
種
の
法
定
代
理
人

で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
大
判
昭
一
五
・
七
・
一
六
民
集
一
九
巻
コ
八
五
頁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
九
　
　
　
－
（
九
九
七
）



　
　
　
判
例
研
究

今
泉
・
新
民
法
総
則
九
三
頁
）
が
、
訴
訟
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
ら
ん
で
お
り
、
学
説
・
判
例
は
分
裂
を
き
た
し
て
い
る
．
こ
れ
は
と
り
も
な

お
さ
ず
、
そ
の
実
体
法
上
の
地
位
の
不
明
瞭
さ
に
由
来
す
る
間
題
で
あ
る
か

ら
、
ま
ず
か
か
る
点
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
家
事
審
判
規

則
一
〇
五
条
二
項
は
，
「
家
庭
裁
判
所
は
、
遺
産
の
分
割
の
申
立
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
割
の
申
立
が
あ
つ
た
こ
と
を
公

告
し
て
、
利
害
関
係
人
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
規
定
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
こ
の
手
続
が
相
続
人
以
外
で
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
利
益
保

護
を
考
慮
す
為
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
利

益
は
不
衡
平
な
分
割
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
看
視
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
つ

て
、
相
続
財
産
の
管
理
行
為
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
規
定

を
根
拠
と
し
て
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
相
続
人
か
ら
そ
の
管
理
処
分
権
を
奪

わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
は
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
又
、
遺
産
分
割
の
審
判
申
立

時
期
に
は
こ
れ
と
言
つ
て
制
限
が
な
い
の
で
、
も
し
こ
れ
が
熟
慮
期
間
（
民
法
九

一
五
条
）
経
過
前
に
な
さ
れ
れ
ば
相
続
の
単
純
承
認
と
な
り
（
民
法
九
二
一
条
－

号
）
．
相
続
人
は
無
限
に
被
相
続
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
（
民
法
九
二
〇
条
）
か

ら
、
仮
令
相
続
人
が
失
当
な
管
理
を
行
な
つ
て
相
続
財
産
の
価
値
を
減
少
せ
し

め
た
と
し
て
も
第
三
者
に
と
つ
て
不
利
益
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
限

定
承
認
が
先
に
な
さ
れ
た
な
ら
ぽ
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
相
続
財

産
管
理
人
が
、
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
の
管
理
お
よ
び
債
務
の
弁
済
に

必
要
な
一
切
の
行
為
を
行
な
い
（
民
法
九
三
六
条
）
遺
産
の
清
算
が
な
さ
れ
る
か

ら
、
管
理
人
の
職
務
が
終
了
す
る
ま
で
、
遺
産
分
割
は
で
き
な
い
（
山
本
・
注
民
㈲
二

七
二
頁
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
．
残
余
財
産
に
つ
い
て
分
割
手
続
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
九
九
八
）

行
な
わ
れ
て
い
る
時
に
も
、
相
続
人
の
管
理
処
分
権
を
剥
奪
し
て
ま
で
保
護
さ

れ
る
べ
き
第
三
者
の
利
益
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
．
か
く
て

家
事
審
判
規
則
一
〇
六
条
に
よ
る
相
続
財
産
管
理
人
選
任
の
目
的
は
、
紛
争
性

の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
手
続
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
当
該
の
財
産
管
理
を

当
事
者
に
委
ね
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
な
い
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
こ
の
手
続

の
機
能
と
し
て
の
財
産
の
現
状
固
定
を
図
る
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ

故
、
管
理
処
分
権
は
相
続
人
に
あ
り
．
管
理
人
は
こ
れ
を
法
定
代
理
人
と
し
て

行
使
す
る
の
で
あ
る
が
．
そ
の
権
限
は
そ
の
選
任
の
目
的
か
ら
し
て
不
在
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

財
産
管
理
人
と
同
一
の
権
限
に
制
限
さ
れ
る
（
民
法
二
八
条
類
推
）
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
従
つ
て
こ
れ
は
訴
訟
上
も
法
定
代
理
人
で
あ
る
。
こ
の
場
合

に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
相
続
人
も
不
在
者
も
行
為
能
力
者
、
従
つ
て
訴
訟
能

力
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
貫
け
ば
、
不
在
者
の
財
産
管
理
人
が
選

任
さ
れ
た
場
合
に
も
不
在
者
は
自
己
の
財
産
に
関
す
る
訴
訟
で
訴
訟
追
行
権
を

有
す
る
が
、
た
だ
事
実
上
こ
れ
を
行
使
で
き
な
い
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
（
鈴
木
・
演
習
民
訴
法
（
上
）
一
六
三
頁
、
反
対
・
今
泉
・
前
掲
九
七
頁
）
。
そ

れ
で
は
現
に
訴
訟
が
行
な
わ
れ
て
い
る
最
中
に
不
在
者
が
帰
来
し
た
ら
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
は
「
裁
判
所
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
不
在
者
ノ
財
産
管

理
人
ハ
、
本
人
ガ
自
ラ
其
ノ
財
産
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ

ト
錐
モ
、
裁
判
所
ノ
選
任
ヲ
取
消
サ
レ
ザ
ル
限
リ
ハ
、
其
ノ
権
限
ヲ
失
フ
モ
ノ

ニ
非
ザ
ル
コ
ト
、
非
訟
事
件
手
続
法
五
九
条
（
現
行
家
事
審
判
規
則
三
七
条
に
相

晋
す
る
）
二
依
リ
明
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
縦
令
不
在
者
が
自
宅
二
帰
来
シ
居
リ
タ
ル

事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
、
単
二
此
ノ
一
事
ヲ
以
テ
財
産
管
理
人
ノ
代
理
権
ハ
消
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

セ
ズ
、
訴
訟
手
続
ノ
中
断
ヲ
来
ス
コ
ト
ナ
シ
」
（
大
判
昭
一
五
・
七
工
ハ
前
掲
）
と



言
ウ
て
い
る
が
．
こ
れ
は
法
定
代
理
人
に
よ
つ
て
訴
訟
追
行
が
な
さ
れ
て
い
る

限
り
、
本
人
は
当
事
者
と
し
て
訴
訟
追
行
に
あ
た
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
現
行
法
で
は
当
事
者
と
そ
の
法
定
代
理
人
を
平
等
に
訴
訟
へ
関
与
さ
せ
る

構
造
を
と
つ
て
い
な
い
の
で
、
法
定
代
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
理

由
づ
け
は
と
も
か
く
本
人
の
当
事
者
と
し
て
の
訴
訟
追
行
は
排
斥
さ
れ
ざ
る
を

　
　
　
　
　
（
4
）

得
な
い
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
に
訴
訟
の
直
接
の
当
事
者
た
る

本
人
に
如
何
な
る
意
味
で
も
関
与
の
機
会
を
与
え
ぬ
と
す
る
こ
と
は
、
誰
の
た

め
に
も
な
ら
な
い
．
釈
明
処
分
（
民
訴
法
；
コ
条
－
号
）
を
活
用
し
て
で
き
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

け
本
人
に
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
そ
れ
で
は
か
か

る
場
合
に
本
人
に
よ
る
訴
訟
追
行
を
認
め
な
い
根
拠
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ド
イ
ッ
民
訴
法
五
三
条
は
「
訴
訟
二
於
テ
訴
訟
能
力
老
が
管
理
人
（
驚
す

讐
吋
）
二
依
ツ
テ
代
理
セ
ラ
レ
タ
ル
時
ハ
コ
ノ
者
ハ
其
ノ
訴
訟
ニ
ツ
キ
訴
訟
無

能
力
者
二
同
ジ
」
と
規
定
し
て
い
る
．
こ
れ
は
、
不
在
者
の
財
産
管
理
人
な

ど
、
本
人
が
処
分
権
を
制
限
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
当
事
者
適
格
を
有
し
て
い
る

よ
う
な
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
．
こ
こ
で
、
管
理
人
は
訴
訟
の
補
助
者
と
し
て

で
は
な
く
、
本
人
の
地
位
に
代
わ
る
代
理
人
と
し
て
訴
訟
に
登
場
し
、
し
か
も

本
人
は
こ
れ
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

（
閃
聾
冒
富
。
げ
－
い
聾
醇
富
号
一
8
》
琶
遍
》
ロ
目
一
）
）
。
、
勿
論
我
法
に
か
か
る
規
定

は
存
在
し
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
更
に
ヘ
ソ
ケ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
、
即
ち
、
職
務
上
の
管
理
者
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ド
イ
ッ
民
訴
法
五

三
条
の
訴
訟
無
能
力
の
擬
制
を
必
要
と
す
る
ま
で
も
な
く
、
財
産
主
体
は
本
来

的
に
、
管
理
人
に
よ
つ
て
開
始
さ
れ
た
訴
訟
に
限
ら
ず
、
代
理
人
に
よ
ら
ず
し

て
訴
訟
追
行
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
，
い
る
の
で
あ
る

（
国
睾
良
鼻
評
旨
亀

　
　
　
判
例
研
究

①
ぼ
Φ
一
堕
旨
。
h
）
、
と
．
、
職
務
上
の
法
定
代
理
の
特
質
を
強
調
す
れ
ば
．
我
法

に
お
い
て
も
同
様
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
余
地
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。
か
く
解
し

た
場
合
の
管
理
人
の
応
訴
権
の
根
拠
は
民
訴
法
五
〇
条
一
項
に
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
．
更
に
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
原
審
に
関
与
し
な
か
つ
た
共
同

相
続
人
ら
が
提
起
し
た
上
告
は
訴
訟
無
能
力
者
の
上
告
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
じ
く
ド
イ
ッ
民
訴
法
五
三
条
に

関
連
し
て
の
、
グ
ル
ン
ス
キ
ー
の
次
の
よ
う
な
主
張
が
採
用
せ
ら
れ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。
即
ち
、
か
か
る
訴
訟
無
能
力
者
は
、
自
己
の
訴
訟
能
力
の
承
認
せ
ら

れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
限
り
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
能
力
者
で
あ
る
（
♀
琶
－

ω
尊
｝
薯
旨
9
轟
①
p
ω
』
圏
隔
’
閃
8
。
暮
①
凝
－
の
号
巧
費
国
勺
界
伽
倉
宅
鉾
9
。
ヨ
騨
¢
，

℃
暮
鐸
　
ゆ
認
　
響
ヨ
　
浮
、
柏
木
・
訴
訟
要
件
と
訴
訟
内
紛
争
・
民
訴
雑
誌
1
9
一
〇

四
頁
）
、
と
。
し
か
し
本
判
決
の
上
告
棄
却
が
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
意
識

的
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
．

　
以
上
は
相
続
財
産
管
理
人
を
相
続
人
の
代
理
人
と
み
た
場
合
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
よ
る
と
職
務
上
の
管
理
老
と
し
て
の
地
位
を
強
調
す
る
に
せ
よ
、
規
定
な

く
し
て
相
続
人
の
訴
訟
能
力
を
個
別
化
す
る
と
い
う
無
理
が
あ
る
．
し
か
し
こ

れ
を
目
的
に
よ
つ
て
結
合
さ
れ
た
財
団
の
機
関
で
あ
り
法
定
代
理
人
で
あ
る
と

考
え
る
な
ら
（
象
＝
器
ぎ
一
象
鯉
昌
箕
。
器
の
ω
§
耳
留
邑
伽
器
曾
浮
一
一
＆
鱗

探
器
目
㎝
§
、
こ
の
よ
う
な
困
難
は
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
に
対

し
て
は
成
文
な
く
し
て
権
利
能
力
あ
る
財
団
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
）

う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
尚
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
？

二
　
従
来
ま
ず
、
＠
不
在
者
の
財
産
管
理
人
は
一
般
に
は
不
在
者
の
財
産
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
唱
　
　
　
（
九
九
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

し
訴
訟
行
為
を
す
る
権
限
を
も
つ
が
（
大
判
昭
九
・
四
・
六
民
集
一
三
巻
五
一
一

頁
、
仙
台
高
昭
三
〇
・
九
・
一
四
下
民
集
六
巻
九
号
二
〇
一
八
頁
、
但
し
委
任
代
理
に
関

す
る
判
例
）
、
特
約
に
よ
り
訴
訟
行
為
を
す
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
に
は
民

訴
法
五
〇
条
一
項
の
代
理
人
に
該
当
し
（
民
法
二
八
条
）
本
条
が
準
用
さ
れ
て

被
告
又
は
被
上
訴
人
と
し
て
訴
訟
行
為
を
す
る
に
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可
は
不

要
で
あ
る
　
（
大
判
昭
｝
五
・
七
・
ニ
ハ
前
掲
、
菊
井
・
村
松
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
一

六
九
頁
、
辻
・
基
本
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
七
三
頁
）
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し

本
条
は
完
全
な
訴
訟
能
力
を
有
し
な
い
者
を
相
手
と
し
て
訴
を
提
起
し
又
は
上

訴
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
不
便
を
考
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不

在
者
に
対
し
て
は
公
示
送
達
と
い
う
手
段
が
あ
る
の
で
、
か
か
る
不
便
は
存
在

せ
ず
本
条
み
適
用
は
な
い
（
兼
子
・
体
系
一
二
七
頁
）
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
む

し
ろ
現
在
で
は
、
こ
の
場
合
に
財
産
管
理
人
の
応
訴
を
許
す
の
は
不
在
者
側
の

利
益
保
護
を
図
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
⑤
管
理
人
の
方
か
ら
積

極
的
に
訴
を
提
起
す
る
場
合
は
保
存
行
為
と
い
え
ず
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
但
し
、
裁
判
上
の
請
求
に
ょ
る
時
効
中
断
の
よ
う
に
保
存

行
為
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
裁
判
所
の
許
可
を
要
し
な
い
．
宇
都
宮
地
判
昭
二
六
・
四
・

四
行
集
二
巻
四
号
六
七
二
頁
、
今
泉
・
前
掲
九
五
ー
六
頁
．
遠
田
・
注
民
ω
二
七
〇
頁
）

が
．
相
手
方
の
提
起
し
た
訴
に
つ
い
て
の
応
訴
は
保
存
行
為
と
し
て
裁
判
所
の

許
可
な
く
し
て
で
き
る
（
柚
木
．
判
総
論
上
二
五
六
ー
七
頁
、
遠
田
・
前
掲
二
七
〇
ー

一
頁
）
、
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
本
判
決
は
④
か
ら
⑤
へ
の
転
換
を
行
な

つ
た
も
の
で
あ
る
（
鈴
木
．
ジ
ュ
リ
昭
四
七
重
要
判
例
九
九
頁
）
．
選
任
管
理
人
は

民
法
一
〇
三
条
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
裁
判
上
の
行
為
を
も
な
し
得
る
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
問
題
は
果
し
て
裁
判
上
の
行
為
を
保
存
行
為
と
な
し
得
る
か
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
一
二
　
　
（
一
〇
〇
〇
）

ろ
う
。
訴
訟
追
行
権
は
私
法
上
の
管
理
権
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
が
、
判

決
に
は
処
分
類
似
の
効
果
（
＜
①
匡
凝
盲
撃
喜
急
魯
①
霜
マ
ざ
夷
ユ
＄
q
語
謡
）
が

認
め
ら
れ
る
の
で
、
か
か
る
管
理
権
も
又
実
体
法
上
の
処
分
権
を
も
包
含
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
宮
崎
・
当
事
者
適
格
．
講
座
一
巻
一
〇
五
頁
以
下
、

閏
魯
畠
魯
器
ρ
¢
一
。
。
。
搾
O
旨
塁
す
旨
器
ρ
の
』
謡
騰
）
と
い
う
こ
と
は
訴
訟
法

学
の
定
説
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
原
告
・
被
告
で
異
な
る
竜
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
被
告
の
方
に
一
層
こ
の
よ
う
な
判
決
の
効
果
が
生
じ
易
い

（
宮
崎
・
前
掲
一
〇
七
頁
）
の
で
あ
る
。
訴
の
提
起
・
応
訴
の
行
為
自
体
は
手
続
行

為
で
あ
つ
て
処
分
行
為
で
も
保
存
行
為
で
も
な
い
が
、
こ
れ
を
訴
訟
追
行
権
と

し
て
把
握
し
且
つ
判
決
と
関
連
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
処
分
行
為
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
訴
の
提
起
・
応
訴
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
代
理
人
に
よ

つ
て
な
さ
れ
よ
う
と
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
外
で
時
効
を
中
断
す
る

た
め
の
行
為
は
保
存
行
為
に
相
違
あ
る
ま
い
が
、
こ
れ
を
目
的
と
し
て
訴
が
提

起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
訴
は
、
法
秩
序
に
よ
つ
て
確
定
さ
れ
た
そ
の
客
観

的
、
定
型
的
目
的
に
よ
れ
ば
、
常
に
訴
訟
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
は
訴
訟
上
の
効

果
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
国
雪
鼻
9
ギ
。
器
ω
§
算
）
幹
認
隔
）
。
訴
の

提
起
に
結
合
さ
れ
た
時
効
の
中
断
効
は
単
な
る
法
規
効
果
に
す
ぎ
な
い
．
訴
の

提
起
を
保
存
行
為
と
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
応
訴
を
保
存
行
為
と
み

る
た
め
に
は
む
し
ろ
、
財
産
に
関
す
る
訴
訟
は
総
て
管
理
の
た
め
に
行
な
わ
れ

る
の
で
あ
り
、
訴
訟
追
行
行
為
一
般
が
保
存
行
為
で
あ
る
（
参
照
・
中
島
民
訴
一

巻
二
二
三
頁
）
と
し
た
方
が
一
貫
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
は
前
述
の

理
由
か
ら
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
破
産
管
財
人
、
強
制
管
理
人
、
遺
言
執
行
者
、
相
続
財
産
管
理
人
等
に
関



す
る
従
来
の
考
え
方
は
、
実
体
法
上
の
管
理
処
分
権
を
財
産
主
体
も
し
く
は
管

理
人
の
い
ず
れ
か
に
認
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
訴
訟
当
事
者
の
地
位
を
決
定
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
こ
の
場
合
に
、
管
理
人
に
管
理
処
分
権
を
与
え
よ
う

と
す
る
の
は
、
こ
の
財
産
が
第
三
者
の
権
利
の
引
き
あ
て
と
な
つ
て
い
る
一
種

の
責
任
財
産
で
あ
り
、
財
産
主
体
の
不
執
心
な
訴
訟
追
行
に
よ
つ
て
こ
の
第
三

者
に
不
当
な
損
害
を
与
え
ぬ
よ
う
に
と
い
う
考
慮
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
L

か
し
こ
れ
は
一
律
に
き
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
一
、
で
述
べ
た
よ
う
に
遺
産
分

割
手
続
の
場
合
に
は
右
と
は
異
な
つ
た
利
益
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
相
続
人
か
ら
管
理
処
分
権
を
奪
う
必
要
は
な
く
、
そ
の
行
使
が
停
止
さ
れ
る

と
解
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
相
続
人
が
当
事
者
と
な
る
が
、
管
理

人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
職
務
上
の
管
理
の
特
質
か
ら
相
続
人
は
当
事
者
と

し
て
の
訴
訟
追
行
を
は
ば
ま
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
行
為
能
力
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

訴
訟
能
力
に
ず
れ
の
生
じ
る
こ
と
は
他
に
も
例
の
あ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
こ

だ
け
の
例
外
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
送
達
は
管
理
人
に
対
し
て
訟
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
管
理
人
の
選
任
に
つ
い
て
公
示
制
度
の
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
管
理
人
を
当
事
者
と
見
倣
す
立
場
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

原
告
が
管
理
人
の
存
在
を
看
過
し
て
訴
を
提
起
し
或
い
は
相
続
人
自
身
が
応
訴

し
た
場
合
に
は
民
訴
法
五
三
－
五
四
条
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
、
本
件
相
続
財
産
管
理
人
の
応
訴
を
認
め
る
根
拠
は
民
訴
法
五
〇
条
一

項
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
又
応
訴
を
訴
の
提
起
と
区
別
す
る
理
由

は
な
く
い
ず
れ
も
判
決
と
の
関
連
で
は
処
分
行
為
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
点
で
本
判
決
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
尚
、
職
務
上
の
管
理
者
を
法
定
代

理
人
と
み
る
か
職
務
上
の
当
事
者
と
み
る
か
は
一
律
に
は
決
せ
ら
れ
な
い
問
題

で
、
本
判
決
を
も
つ
て
一
般
的
に
職
務
上
の
当
事
者
説
を
排
除
し
た
も
の
と
評

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
本
件
に
は
本
文
引
用
中
の
鈴
木
重
勝
教
授
の
解
説
が
あ
る
．

　
（
1
）
限
定
承
認
の
場
合
に
選
任
さ
れ
る
相
続
財
産
管
理
人
に
つ
き
、
代
理
説
を
採
る

　
　
判
例
・
最
三
判
昭
四
三
二
二
・
一
七
時
報
五
四
五
号
六
三
頁
、
東
京
高
判
昭
三

　
　
八
．
五
・
三
一
下
民
集
一
四
巻
五
号
一
〇
六
六
頁
、
京
都
地
判
昭
四
四
・
マ
ニ
九

　
　
タ
イ
ム
ズ
ニ
三
三
号
コ
七
頁
、
最
一
判
昭
四
七
・
コ
・
九
時
報
六
八
九
号
七
一

　
　
頁
、
職
務
上
の
当
事
者
説
を
採
る
判
例
・
東
京
地
判
昭
三
六
・
六
・
二
三
タ
イ
ム
ズ

　
　
一
二
一
号
一
一
九
頁
、
同
昭
四
七
・
七
・
二
二
時
報
六
八
六
号
六
五
頁
、
学
説
に
つ

　
　
い
て
は
、
鈴
木
・
代
理
と
職
務
上
の
当
事
者
・
演
習
民
訴
法
（
上
）
一
五
八
頁
以
下
に

　
　
詳
し
い
。

　
（
2
）
同
旨
・
我
妻
・
唄
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
三
六
頁
、
山
本
・
注
民
㈲
二
八

　
　
六
頁
、
参
照
・
於
保
・
共
同
相
続
に
お
け
る
遣
産
の
管
理
・
家
族
法
大
系
皿
一
〇
四

　
　
頁
。

　
（
3
）
参
照
・
兼
子
・
判
民
昭
一
五
・
二
六
七
頁
・
判
旨
賛
成
。

　
（
4
）
共
同
相
続
人
全
員
に
よ
る
応
訴
を
審
判
申
立
の
取
り
下
げ
と
評
価
し
得
る
な
ら

　
　
反
対
に
解
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
無
理
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
同
一
の
問
題
性
は
債
権
者
代
位
訴
訟
で
訴
訟
告
知
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に

　
　
も
あ
る
。
こ
れ
は
法
の
不
備
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
伊
東
・
基
礎
理
論
一
五

　
　
二
－
三
頁
は
発
想
の
転
換
を
迫
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
6
）
兼
子
・
破
産
財
団
の
主
体
性
・
民
事
法
研
究
一
巻
四
七
〇
頁
（
五
五
）
、
石

　
　
田
・
財
産
の
独
立
と
主
体
性
・
財
産
法
に
於
け
る
動
的
理
論
六
三
頁
。

　
（
7
）
代
理
説
に
対
し
て
は
、
①
行
為
能
力
者
の
法
定
代
理
人
が
存
在
し
う
る
か
、
②

　
　
本
人
の
利
益
保
護
の
た
め
で
な
い
法
定
代
理
が
可
能
か
、
③
管
理
処
分
権
は
管
理
者

　
　
に
帰
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
職
務
上
の
当
事
者
説
に
対
し
て
は
、
①
管
理
処

　
　
分
権
は
本
人
に
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
停
止
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
②
こ
の
説

　
　
を
採
る
と
形
式
的
当
事
者
概
念
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
等
の
反
論
が
提
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
　
　
（
一
〇
〇
一
）



aH日明申す

例

研

究

た
が 、
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
は
両
者
は
い
ず
れ
も
可
能
で
あ
り 、
ド
イ
ツ
で
は
法

的
安
定
性
の
た
め
に
通
説
た
る
職
務
説
に
従
え
（
p
gm
wuJ
S0・
m・
MN斗
同）
と

か 、
判
例
に
従
っ
て
職
務
説
と
し
て
の
立
法
を
行
な
え（
国
gnwoY
MMP
ユ
色oF
E

m－
HM印
同）

と
か
言
わ
れ
る
段
階
に
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る 。

〈
mu－
F
mq
gp

〉出向・
叶冊目y
m・
印ωN
F
岡、。ロ

デー『HH居申『回目伺
NMM
Mw
m
H∞・
〈
E－
回ロロ

88
円
戸HP
〉へ

一
一
四

（一

ハ×U
二）

M
m叫・
1『

0ロ・
制
同∞。
出
0・

（
8）

民
訴
法
四
九
条
が
未
成
年
者
に
訴
訟
追
行
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
こ
の
裏
返
し

で
あ
る 。
参
照・
福
岡
地
小
倉
支
部
判
昭
二
五
・

四・
三
労
働
民
集
一
巻
一
O
四

頁 。

（
昭
和
四
八
年
六
月
二一
日
稿）
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陸

雄


